
国 土 建 第 ７ 号 

平成２５年４月１７日 

 

各地方整備局建政部長等 あて 

 

国土交通省土地・建設産業局建設業課長 

 

「経営業務管理責任者の大臣認定要件の明確化について」の一部改正について 

 

 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第７条第１号ロの規定による同号イ

に掲げる者と同等以上の能力を有する者の国土交通大臣による認定については、

「建設業法第７条第１号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める

件」（昭和４７年建設省告示第３５１号。以下「告示」という。）により行っ

てきたところです。 

平成１９年に行われた告示改正（平成１９年国土交通省告示第４３８号）に

伴い、「経営業務管理責任者の大臣認定要件の明確化について」（平成１９年

３月３０日付け国総建第３９５号。以下「通知」という。）において、告示に

関する詳細の取扱い方針が定められました。 

今般、当該大臣認定における取扱いの合理化のため、告示第１号イの該当性

の判断の際に通算できる経営業務管理責任者としての経験は、許可を受けよう

とする建設業についてのものとなるよう、別添のとおり通知を改正したので通

知します。 

貴職におかれましては、今後の事務処理に当たって遺漏なく取り扱われるよ

うお願いいたします。 

 

附 則 

 この通知は、平成２５年７月１日から適用する。 
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